
 

そ
の
代
表
者
の
氏
名

 

法
人
に
あ
っ

て
は
、

九
四

九
五

　
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、

同
規
則
第
六
条
の
遊
技
機
の
型
式
に

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
九
|
三
号

令
和
七
年
五
月
十
四
日

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

九
三

九
二

九
一

九
〇

検
定
番
号

関
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
検
定
（

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
検
定
を
い
う
。
）

を
行
っ

た
。

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

Ｐ
Ａ
フ
ィ
ー

バ
ー

戦
姫
絶
唱
シ
ン
フ
ォ

ギ
ア

４
Ｙ
Ｓ

Ｐ
戦
国
乙
女
７
Ｈ
０
Ｙ
Ｚ
３

Ｐ
豊
丸
の
と
あ
る
パ
チ
ン
コ
に
し
み
け
ん
参

戦
Ａ
Ｘ
２

Ｐ
Ａ
コ
マ
コ
マ
俱
楽
部
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
坂
本
冬
美

Ｖ
Ｓ
１

ｅ
冒
険
島
Ｅ
Ｈ
Ｌ
Ｃ
２

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

回
胴
式
遊
技
機

遊
技
機
の
種
類

Ｌ
Ｂ
Ｔ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
４

型
　
　
式
　
　
名

株
式
会
社

三
共

株
式
会
社

三
共

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
長
戸
井
町
三
丁
目

一
二
番
地

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三
丁
目
九
番

二
一
号

株
式
会
社

ア
ム
テ
ッ

ク

ス 　
　
〃

豊
丸
産
業
株

式
会
社

株
式
会
社

三
洋
物
産

岡
崎
産
業
株

式
会
社

製
造
業
者
名

株
式
会
社

ア
ム
テ
ッ

ク

ス 　
　
〃

豊
丸
産
業
株

式
会
社

株
式
会
社

三
洋
物
産

岡
崎
産
業
株

式
会
社

氏
名
又
は
名
称

山
口
県
公
安
委
員
会

〃

石
原
　
明
彦

金
子
　
明
利

申
　
　
　
請
　
　
　
者

検
定
の
有
効
期
間

　
　
　
〃

永
野
　
光
容

盧
　
昇

岡
崎
　
安
弘

〃 〃 〃 〃

告
知
の
日
（

令
和
七
年
五
月

十
四
日
）

か
ら
三
年
間

三
重
県
松
阪
市
中
万
町
鐘
突
二
一
八
五
番
地

の
二

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九
番
一
四
号

住
　
　
　
所

東
京
都
台
東
区
東
上
野
一
丁
目
一
六
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　
〃


